
南房総市スポーツのまちづくり基本計画（素案） 

についてのパブリックコメント実施結果 

 

１ 目的 

  「南房総市スポーツのまちづくり基本計画（素案）」を策定し、広く市民の

皆さんからご意見をいただくため、パブリックコメントを実施しました。 

 

２ 実施期間 

  平成２５年５月１４日(火)から平成２５年６月１２日(水)までの３０日間 

 

３ 周知方法 

(1) 市ホームページにパブリックコメントの実施について掲載 

 (2) 市役所本庁及び朝夷行政センター、各地域センターで計画素案の閲覧実施 

 (3) 市ホームページで計画素案を掲載 

 

４ 意見の提出状況 

  意見の提出者数 ２人 

 

５ 意見の概要と意見に対する考え方 

該当箇所 意見の概要 意見に対する考え方 

既存施設

の活用と

観光客の

誘致 

 

恵まれた立地を活かして、ゴル

ファー向けのプログラムを提供し

てはいかが？例えば、 

市内ゴルフ場のスタンプラリ

ー、訪れたゴルフ場の数によって、

地元の名産品をプレゼント。 

 

ゴルフアカデミーを開講。宮崎

のフェニックスゴルフアカデミー

を参考にして、宿泊とセットでゴ

ルフ合宿集中コースを提供する。

ゴルフ場と宿泊施設の送迎は無

料。 

 基本施策④において、南房総市の

スポーツ交流資源を活かした他地

域からも参加するスポーツイベン

トの充実や団体合宿等の誘致に取

り組みます。 

この施策に対応する「考えられる

主な事業や取り組み」の１つとし

て、「民間のスポーツ・レクリエー

ション施設と連携した誘客プログ

ラムの検討」を追加します。 

 

 

 

 

 

 岩井海岸は素晴らしいが、周り

のお店がほとんどなく、さびれた

印象で残念。湘南のように、西海

岸イメージのお店が増えれば、環

境客は増えると思う。奨励金を出

したり、土地を安価で貸す制度を

作ったらどうか？ 

 

 基本施策⑤において、南房総市の

魅力を活かしたスポーツ関連産業

の振興及び地域経済活性化のため

の仕組みづくりに取り組みます。 

この施策に対応する事業の具体

化において、参考とさせていただき

ます。 

 

 

 



 

該当箇所 意見の概要 意見に対する考え方 

序章 

はじめに 

 平成２３年８月２４日に施行さ

れた「スポーツ基本法」の前文で、

・スポーツは、世界共通の文化で

ある。 

・スポーツを通じて幸福で豊な生

活を営むことは、全ての人々の

権利であり、・・・ 

と、謳われています。 

 それに比して、素案ではスポー

ツの本質についての書き込みが足

りないように思います。 

 もう少し、スポーツの本質につ

いて書き込んだ方が良いのではな

いかと思います。 

 

 

 「スポーツ」自体については、市

としても、当然ながら「スポーツ基

本法」と同様の認識です。 

 なお、本計画は「スポーツの振興」

のみを目的とするものではなく、

スポーツを活かした「まちづくり」

を目的とするものであることから、

素案での表現に留めています。 

 

Ｐ４９ 

Ｐ５１ 

 トレーナー等の専門家がいな

い。トレーナー等の専門家の配置、

育成等が課題である。 

という箇所について、 

 勝浦市の国際武道大学で、日本

におけるトレーナー教育の第一人

者、山本利春教授がＮＰＯを立上

げ地域貢献を目指しています。 

 是非とも連携されたらいかがで

しょうか。 

 

 

 基本施策⑧において、市民の健康

づくりの場となる地域スポーツク

ラブの活性化とこれを支える人材

育成に取り組みます。 

この施策に対応する事業の具体

化において、参考とさせていただき

ます。 

 

Ｐ７８  さいたま市が先進的に進めてい

る「スポーツコミッション」を核

として計画を進めることは、先見

性があり、南房総市の住民として

誇りに思います。 

 千葉県でどこも着手していませ

んので、期待しています。 

 基本施策⑪において、スポーツ交

流を支える母体組織（南房総市スポ

ーツコミッション）の設立、自主事

業の実施に取り組みます。 

 計画に示している各施策や事業

の推進に向け、今後も引き続き、ご

理解、ご協力のほどお願い申し上げ

ます。 

 

 

 


